
障 害 年 金 受 給 ガ イ ド
作 成 ： フ ェ リ ー チ ェ 社 労 士 事 務 所            

     代 表  特 定 社 会 保 険 労 務 士  鈴 木 茂 伸



〇 障 害 年 金 と は 何 か ？
・ 障 害 年 金 は 、 病 気 や け が で 生 活 や 仕 事 に 制 限 が あ

  る 人 が 受 け 取 る 公 的 な 年 金 で す 。

・ 病 気 や け が に よ っ て 働 け な く な っ た 場 合 、 障 害 年

  金 を 受 け る こ と が で き ま す 。

 （ 働 い て い て も 受 給 で き る 場 合 が あ り ま す ）

〇 障 害 年 金 の 種 類 　
　 ・ 障 害 基 礎 年 金 ： 国 民 年 金 に 加 入 し て い る 人 が 受 け

   取 る 年 金 で 、 障 害 の 程 度 に 応 じ て 支 給 さ れ ま す 。

　 ・ 障 害 厚 生 年 金 ： 厚 生 年 金 に 加 入 し て い る 人 が 受 け

   取 る 年 金 で 、 障 害 年 金 ３ 級 な ら 障 害 厚 生 年 金 単

   独 、 １ ・ ２ 級 は 障 害 基 礎 年 金 に 上 乗 せ し て 支 給 さ

   れ ま す 。

　 ・ 障 害 手 当 金 ： 障 害 年 金 の ３ 級 よ り も 軽 い 程 度 の 障

   害 が 残 っ た 場 合 に 支 給 さ れ ま す 。

障 害 年 金 の 概 要
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障 害 年 金 の 受 給 要 件
受 給 に は 3 つ の 要 件 を 満 た す 必 要 が

あ り ま す 。

　 1  初 診 日 要 件
1 . 1  対 象 と な る 方

    ・ 2 0 歳 未 満 で 障 害 の 原 因 と な っ た 病 気 や 怪 我   

       を 発 症 し た 方

    ・ 2 0 歳 以 上 6 5 歳 未 満 で 、 初 診 日 時 点 で 以 下

     の い ず れ か に 該 当 す る 方

　 　   □ 国 民 年 金 に 加 入 し て い る 方

　 　   □ 厚 生 年 金 保 険 に 加 入 し て い る 方

　 　   □ 国 民 年 金 保 険 料 を 免 除 さ れ て い る 方

  1 . 2  初 診 日

　   病 気 や 怪 我 に つ い て 、 初 め て 医 師 ま た は 歯 科

    医 師 の 診 療 を 受 け た 日

    ※ 当 該 傷 病 名 が 付 く 前 に 健 康 診 断 等 で 当 該 傷

    病 に 関 わ る 指 摘 さ れ て い る 場 合 は 、 そ の 日 が

    初 診 日 と な る 場 合 も あ り ま す の で 、 初 診 日 の

    判 定 は 大 変 重 要 に な り ま す 。
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　 1  初 診 日 要 件 　 　
  1 . 3  初 診 日 の 確 認 方 法

    ・ 医 療 機 関 の 領 収 書 、 診 察 券 、 カ ル テ な ど の

     医 療 記 録 、 健 康 診 断 記 録

　 　  ・ 傷 病 手 当 金 請 求 書

　 　  ・ 労 災 保 険 関 係 書 類

2  保 険 料 納 付 要 件

   原 則 ： 初 診 日 の 前 日 に 、 初 診 日 が あ る 月 の 前 々 月

        ま で の 被 保 険 者 期 間 （ 厚 生 年 金

　 　 　 　 　 保 険 の 被 保 険 者 期 間 、 共 済 組 合 の 組 合 員 期

        間 を 含 む ） の う ち 、 「 保 険 料 を 納 付 し て い   

        る 期 間 （ 免 除 期 間 も 含 む ） が 2 / 3 以 上 。

　  特 例 ： 初 診 日 が 令 和 8 年 4 月 1 日 以 前 の 場 合 、 初 診 日

        に お い て 6 5 歳 未 満 で あ れ ば 、 初 診 日 の 前 日

        に お い て 、 初 診 日 が あ る 月 の 前 々 月 ま で の

        直 近 1 年 間 に 保 険 料 の 未 納 が な け れ ば よ い こ

        と に な っ て い ま す 。
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　 3  障 害 状 態 該 当 要 件
3 . 1  障 害 等 級

　 1 級 : 他 人 の 介 助 を 受 け な け れ ば 日 常 生 活 の こ と    

     が ほ と ん ど で き な い 状 態 。 身 の ま わ り の こ    

     と は か ろ う じ て で き る も の の 、 そ れ 以 上 の

     活 動 は で き な い 状 態 （ ま た は 行 う こ と を 制  

     限 さ れ て い る ）

  2 級 : 必 ず し も 他 人 の 助 け を 借 り る 必 要 は な い

     が 、 日 常 生 活 は 極 め て 困 難 で 、 労 働 に よ っ

     て 収 入 を 得 る こ と が で き な い 状 態 。 　

　 3 級 : 日 常 生 活 に は ほ と ん ど 支 障 は な い が 、 労 働

     が 著 し い 制 限 を 受 け る 、 ま た は 、 労 働 に 著

     し い 制 限 を 加 え る こ と を 必 要 と す る よ う な   

     状 態 。

障 害 手 当 金 : 病 気 や け が が 「 治 っ た も の 」 で あ っ て 、

         労 働 が 制 限 を 受 け る か 又 は 労 働 に 制 限 を

         加 え る こ と を 必 要 と す る 程 度 の 状 態 。

　 　 　 　 　  ※ 治 っ た も の ： 医 学 的 に 傷 病 が 治 っ た と

           き 、 又 は 、 そ の 症 状 が 安 定 し 、 長 期

           に わ た っ て そ の 疾 病 の 固 定 性 が 認 め

           ら れ 、 医 療 効 果 が 期 待 し 得 な い 状 態    

           に 至 っ た 場 合 を い い ま す 。
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3  障 害 状 態 該 当 要 件
　  3 . 2  障 害 等 級 の 詳 細

 〇 1 級

　 　 　 ・ 1 人 で 食 事 、 排 泄 、 着 替 え 、 移 動 が ほ と ん ど     

    で き な い

     ・ 会 話 や 意 思 疎 通 が ほ と ん ど で き な い

     ・ 寝 た き り

     ・ 活 動 の 範 囲 が ベ ッ ド の 周 辺 に 限 ら れ る

 〇 2 級

   必 ず し も 他 人 の 助 け を 借 り る 必 要 は な い が 、

   ・ 1 人 で 食 事 、 排 泄 、 着 替 え 、 移 動 が 困 難 （ し

     づ ら い ）

     ・ 会 話 や 意 思 疎 通 が 困 難 （ し づ ら い ）

     ・ 1 日 に 数 回 の 介 護 が 必 要 （ な 場 合 が あ る ）

     ・ 入 院 や 在 宅 で 、 活 動 の 範 囲 が 病 院 内 ・ 家 屋

       内 に 限 ら れ る

   〇 3 級

     ・ 1 人 で 食 事 、 排 泄 、 着 替 え 、 移 動 が で き る

   ・ 会 話 や 意 思 疎 通 に 支 障 は ほ と ん ど な い

   ・ 就 労 時 間 や 状 態 、 業 務 に 著 し い 制 限 を 受 け

    る 、 ま た は 労 働 に 著 し い 制 限 が あ る た め 、 完

    全 な 就 労 は サ ポ ー ト が な い と 厳 し い

   〇 障 害 手 当 金

   ・ １ ～ ３ 級 に 該 当 し な い 　
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障 害 年 金 の 請 求 時 期
1 . 1  障 害 認 定 日 に よ る 請 求

    障 害 認 定 日 に 、 法 令 で 定 め ら れ た 障 害 状 態 に あ

    る 患 者 さ ん

    ※ 障 害 認 定 日 ： 初 診 日 か ら １ 年 ６ ヶ 月 が 過 ぎ た   

      日 ま た は 又 は １ 年 ６ ヶ 月 以 内 に そ の 傷 病 が   

      治 っ た 場 合 に お い て は 、 そ の 治 っ た 日 （ そ  

      の 症 状 が 固 定 し 、 治 療 の 効 果 が 期 待 で き な  

      い 状 態 に 至 っ た 日 を 含 む 。 ） を い い ま す 。

    ・ 請 求 時 期 :  障 害 認 定 日 以 降 い つ で も 可 能

    ・ 受 給 開 始 時 期 :  障 害 認 定 日 の 翌 月 分 か ら

    ・ 注 意 点 :  

      ① 5 年 以 上 の 遡 及 請 求 は 不 可

       （ 請 求 時 効 が ５ 年 の た め ）

　 　 　  ② 2 0 歳 未 満 で 初 診 日 の あ る 場 合 は 、 障 害 認

       定 日 が 「 2 0 歳 の 誕 生 日 の 前 日 」 ま た は 「 初

       診 日 か ら 1 年 6 ヶ 月 経 過 し た 日 」 の い ず れ か

       遅 い 方 に な り ま す 。
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1 . 2  障 害 認 定 日 に よ る 請 求  

   〇 障 害 認 定 日 の 特 例

　 　 　 障 害 認 定 日 は 、 障 害 年 金 の 受 給 資 格 や 等 級 を

     判 断 す る た め の 基 準 と な る 日 で す 。 原 則 と し

     て 、 1 . 1 に あ る よ う に 初 診 日 か ら 1 年 6 ヶ 月 経

     過 し た 日 ま た は そ の 前 に 症 状 が 固 定 し た 日 と

     さ れ て い ま す 。

　 　 　 し か し 、 特 例 と し て 、 以 下 の 場 合 で も 1 年 6 ヶ

     月 経 過 前 に 障 害 認 定 日 と す る こ と が 可 能 で

　 　 　 す 。
　 　 　
   〇 人 工 透 析 療 法 を 受 け 始 め た 場 合

　 　 　 人 工 透 析 を 始 め て か ら 3 ヶ 月 経 過 し た 日 か つ 、

　 　 　 そ の 日 が 初 診 日 か ら 1 年 6 ヶ 月 以 内 の 場 合 、 障

　 　 　 害 認 定 日 と す る こ と が で き ま す 。

   〇 人 工 骨 頭 ・ 人 工 関 節 を 挿 入 置 換 し た 場 合

　 　 　 手 術 を 行 っ た 日 が 障 害 認 定 日 と な り ま す 。

　 　 〇 脳 血 管 疾 患 の 場 合

　 　 　 初 診 日 か ら ６ ヶ 月 を 経 過 し た 日 以 後 に 医 学 的

　 　 　 観 点 か ら 、 そ れ 以 上 の 機 能 回 復 が 殆 ど 望 め な

　 　 　 い と 認 め る と き に 認 定 さ れ ま す 。 初 診 日 か ら

　 　 　 起 算 し て ６ ヶ 月 を 経 過 す る ま で は 、 症 状 が 固

　 　 　 定 し た と は 認 め ら れ ま せ ん 。

   〇 肢 体 を 離 断 ・ 切 断 し た 障 害

　 　 　 原 則 と し て 切 断 ・ 離 断 し た 日

 　 　 （ 障 害 手 当 金 の 場 合 は 、 創 面 が 治 癒 し た 日 ）
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1 . 2  障 害 認 定 日 に よ る 請 求  

   〇 心 疾 患 （ に よ る 障 害

　 　 　 ・ 心 臓 ペ ー ス メ ー カ ー 、 人 工 弁 、 植 え 込 み 型

       除 細 動 器 （ Ｉ Ｃ Ｄ ） 、 C R T （ 心 臓 再 同 期 医  

       療 機 器 ） 、 C R T - D （ 除 細 動 器 機 能 付 き 心

       臓 同 期 医 療 機 器 、 人 工 血 管 （ ス テ ン ト グ

       ラ フ ト を 含 む ） 等 を 装 着 し た 日 と な り ま

       す 。

     ・ 心 臓 移 植 、 人 工 心 臓 、 補 助 人 工 心 臓 を 移 植

       し た 日

　 　 　  ※ 胸 部 大 動 脈 瘤 解 離 、 大 動 脈 瘤 解 離 も 心 疾

       患 と な り ま す 。

   〇 人 工 肛 門 造 設 、 新 膀 胱 の 造 設 、 尿 路 変 更 術 等

     を し た 場 合 人 工 肛 門 を 造 設 し 又 は 尿 路 変 更 術  

     を 施 し た 場 合 は そ れ ら を 行 っ た 日 か ら 起 算

　 　 　 し て ６ ヶ 月 を 経 過 し た 日 と し 、 新 膀 胱 を 造 設

     し た 場 合 は そ の 日 と な り ま す 。

　 　 　 （ そ れ ぞ れ 初 診 日 か ら 起 算 し て １ 年 ６ 月 を 超

　 　 　 　 え る 場 合 を 除 く 。 ）

　 　 〇 在 宅 酸 素 療 法 を 行 っ て い る 場 合

　 　 　 在 宅 酸 素 療 法 を 開 始 し た 日

   〇 筋 萎 縮 性 側 策 硬 化 症 （ A L S ） で 非 侵 襲 的 陽 圧

     換 気 療 法 （ N P P V ） を し て い る 場 合

     非 侵 襲 的 陽 圧 換 気 療 法 （ N P P V ） の 開 始 時

   〇 喉 頭 全 摘 出 の 場 合

     全 摘 出 し た 日
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1 . 2  障 害 認 定 日 に よ る 請 求  

   〇 神 経 系 の 障 害 の 場 合

     ・ 現 在 の 医 学 で は 、 根 本 的 治 療 方 法 が な い 疾  

       病 で あ り 、 今 後 の 回 復 は 期 待 で き ず 、 初 診

       日 か ら ６ ヶ 月 経 過 し た 日 以 後 に お い て 気 管

       切 開 下 で の 人 工 呼 吸 器 （ レ ス ピ レ ー タ ー ）

       使 用 、 胃 ろ う 等 の 恒 久 的 な 措 置 が 行 わ れ て

       お り 、 日 常 の 用 を 弁 ず る こ と が で き な い 状

       態 で あ る と 認 め ら れ る と き 。

     ・ 1 0 ペ ー ジ の 脳 血 管 疾 患 の 場 合 も こ こ に 含 ま

       れ ま す 。

   〇 遷 延 性 植 物 状 態 の 場 合

     遷 延 性 意 識 障 害 （ 植 物 状 態 ） の 状 態 に 至 っ た

     日 か ら 起 算 し て ３ ヶ 月 を 経 過 し た 日 以 後 、 医   

     学 観 点 か ら 、 機 能 回 復 が 殆 ど 望 め な い と 認 め

     ら れ た と き （ 初 診 日 か ら 起 算 し て １ 年 ６ ヶ 月

     を 超 え る 場 合 を 除 く 。 ）
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2  事 後 重 症 に よ る 請 求

障 害 認 定 日 に 法 令 で 定 め ら れ た 障 害 状 態 に 該 当 し

な か っ た が 、 そ の 後 症 状 が 悪 化 し 、 該 当 す る よ う

に な っ た 患 者 さ ん

・ 請 求 時 期 : 6 5 歳 の 誕 生 日 の 前 々 日 ま で に 提 出

・ 受 給 開 始 時 期 : 請 求 日 の 翌 月 分 か ら

　 　

3  初 め て 2 級 に よ る 請 求

〇 該 当 す る 患 者 さ ん : 2 つ 以 上 の 障 害 を 併 せ て 初 め

て 障 害 の 程 度 が 1 級 ま た は 2 級 に 該 当 し た 患 者 さ ん

〇 6 5 歳 未 満 で 障 害 の 程 度 が 2 級 以 上 に 該 当 す る 患

者 さ ん

　 ・ 請 求 時 期 : 6 5 歳 以 上 で も 可 能

　 ・ 受 給 開 始 時 期 : 請 求 日 の 翌 月 分 か ら

　 ・ 注 意 点 : 2 つ 以 上 の 障 害 の 程 度 を 総 合 的 に 判 断



障 害 年 金 の 受 給 額
 1 . 障 害 基 礎 年 金
　 　  1 級 : 6 7 歳 以 下 の 方

        （ 昭 和 3 1 年 4 月 2 日 以 後 生 ま れ ）

        9 9 3 , 7 5 0 円  +  子 の 加 算 額

        6 8 歳 以 上 の 方

        （ 昭 和 3 1 年 4 月 1 日 以 前 生 ま れ ）

        9 9 0 , 7 5 0 円  +  子 の 加 算 額

    2 級 : 6 7 歳 以 下 の 方

        （ 昭 和 3 1 年 4 月 2 日 以 後 生 ま れ ）

        7 9 5 , 0 0 0 円  +  子 の 加 算 額

        6 8 歳 以 上 の 方

        （ 昭 和 3 1 年 4 月 1 日 以 前 生 ま れ ）

        7 9 2 , 6 0 0 円  +  子 の 加 算 額

    ※ 子 の 加 算 額 は そ の 方 に 生 計 を 維 持 さ れ て い る

      子 が い る と き に 加 算 さ れ ま す 。 2 人 ま で 1 人 に

      つ き 2 2 8 , 7 0 0 円 、 3 人 目 以 降 1 人 に つ き

      7 6 , 2 0 0 円 。

　 　 　  な お 、 子 と は 1 8 歳 に な っ た 後 の 最 初 の 3 月 3 1

      日 ま で の 子 、 ま た は 2 0 歳 未 満 で 障 害 等 級 1 級  

      ま た は 2 級 の 状 態 に あ る 子 で す 。
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2 . 障 害 厚 生 年 金
　 　 1 級 : 障 害 基 礎 年 金 の 額  +  

       報 酬 比 例 の 年 金 額  ×  1 . 2 5  +  

       配 偶 者 の 加 給 年 金 額 （ 2 2 8 , 7 0 0 円 ）

       

   2 級 : 障 害 基 礎 年 金 の 額  +  報 酬 比 例 の 年 金 額  +  

       配 偶 者 の 加 給 年 金 額 （ 2 2 8 , 7 0 0 円 ）

   3 級 : 報 酬 比 例 の 年 金 額

       報 酬 比 例 の 年 金 額 が 下 記 の 金 額 に 満 た な い

       と き は 、 最 低 保 障 が あ り ま す 。

　 　 　 　 6 7 歳 以 下 の 方

      （ 昭 和 3 1 年 4 月 2 日 以 後 生 ま れ ） 5 9 6 , 3 0 0 円 　 　 　

       6 8 歳 以 上 の 方

      （ 昭 和 3 1 年 4 月 1 日 以 前 生 ま れ ） 5 9 4 , 5 0 0 円

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   

   障 害 手 当 金 : 報 酬 比 例 額 の 年 金 額  ×  ２ を 一 時 金

            と し て 支 給 最 低 保 障 　

      6 7 歳 以 下 の 方

      （ 昭 和 3 1 年 4 月 2 日 以 後 生 ま れ ）

      1 , 1 9 2 , 6 0 0 円   

      6 8 歳 以 上 の 方

      （ 昭 和 3 1 年 4 月 1 日 以 前 生 ま れ ）

      1 , 1 8 9 , 0 0 0 円 　
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障 害 年 金 の 請 求 手 続
 〇 必 要 書 類

   □ 請 求 書 　  
   
   □ 診 断 書 （ 所 定 の 様 式 あ り ）

　 　 　 障 害 認 定 日 よ り 3 カ 月 以 内 の 現 症 の も の 。

     障 害 認 定 日 と 年 金 請 求 日 が 1 年 以 上 離 れ て い る

     場 合 は 、 直 近 の 診 断 書 （ 年 金 請 求 日 前 3 カ 月 以

     内 の 現 症 の も の ） も 併 せ て 必 要 と な り ま す 。

     ま た 、 診 断 書 に 併 せ て 、 レ ン ト ゲ ン フ ィ ル ム

     や 心 電 図 の コ ピ ー の 提 出 が 必 要 な 場 合 が あ り

     ま す 。
　  
   □ 受 診 状 況 等 証 明 書

     初 診 時 の 医 療 機 関 と 診 断 書 を 作 成 し た 医 療 機

     関 が 異 な る 場 合 、 初 診 日 の 確 認 の た め に 必 要 。
　  
   □ 病 歴 ・ 就 労 状 況 等 申 立 書

　 　  障 害 状 態 を 確 認 す る た め の 補 足 資 料 で 、 現 状 に

    つ い て 伝 え る も の で す 。
　  
   □ 保 険 料 納 付 記 録

   □ 本 人 確 認 書 類 （ 基 礎 年 金 番 号 ・ マ イ ナ ン バ ー ・

     免 許 証 か 健 康 保 険 証 ）



〇 必 要 書 類

  □ 受 取 先 金 融 機 関 の 通 帳 等 （ 本 人 名 義 ）

    カ ナ 氏 名 、 金 融 機 関 名 、 支 店 番 号 、 口 座 番 号

    が 記 載 さ れ た 部 分 （ 最 初 の ペ ー ジ を 含 む 預 金

    通 帳 ） ま た は キ ャ ッ シ ュ カ ー ド （ コ ピ ー も

    可 ） 等

    ※ 1 8 歳 到 達 年 度 末 ま で の お 子 様 （ 2 0 歳 未 満 で

      障 害 の 状 態 に あ る お 子 様 を 含 む ） が い る 方   

      は 、 上 記 書 類 の 他 、 以 下 の 書 類 が 必 要 で

      す 。

    □ 戸 籍 謄 本 （ 記 載 事 項 証 明 書 ）

    □ 世 帯 全 員 の マ イ ナ ン バ ー

    □ 高 等 学 校 等 在 学 中 の 場 合 は 在 学 証 明 書 ま た

      は 学 生 証 の コ ピ ー 等 義 務 教 育 終 了 前 の お 子

      様 は 不 要 で す 。

    □ 医 師 ま た は 歯 科 医 師 の 診 断 書

      2 0 歳 未 満 で 障 害 の 状 態 に あ る お 子 様 が い る

      方 は 必 要 と な り ま す 。
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障 害 年 金 受 給 の 注 意 点
 〇 更 新
   一 定 期 間 ご と に 医 師 の 診 断 書 を 提 出 し な け れ ば

   な ら ず 、 今 後 、 障 害 年 金 の 支 給 に 該 当 す る 状 態

   な の か 、 そ の 診 断 書 に よ っ て 診 査 が 行 わ れ ま す 。

　 　 こ の 診 査 で 障 害 状 態 が 以 前 よ り も 軽 い と 判 断 さ

   れ れ ば 障 害 等 級 が 下 が り 、 年 金 が 減 額 さ れ る か

   支 給 停 止 に な る 場 合 が あ り ま す 。
 

 〇 2 0 歳 前 傷 病 の 支 給 制 限
　  □ 恩 給 や 労 災 保 険 の 年 金 等 を 受 給 し て い る と き

    の 支 給 調 整 恩 給 や 労 災 保 険 の 年 金 等 を 受 給 し て

    い る と き は 、 そ の 受 給 額 に つ い て 障 害 基 礎 年 金

    の 年 金 額 か ら 調 整 さ れ ま す 。

　  □ 所 得 に よ る 支 給 制 限

    （ 支 給 停 止 期 間 は 、 1 0 月 か ら 翌 年 9 月 ま で ）

    前 年 の 所 得 額 が 4 , 7 2 1 , 0 0 0 円 を 超 え る 場 合 は

    年 金 の 全 額 が 支 給 停 止 と な り 、 3 , 7 0 4 , 0 0 0 円

    を 超 え る 場 合 は 2 分 の 1 の 年 金 額 が 支 給 停 止 と

    な り ま す 。

    ※ 扶 養 親 族 が い る 場 合

      扶 養 親 族 1 人 に つ き 所 得 制 限 額 が 3 8 万 円 加 算  

      さ れ ま す 。

      対 象 と な る 扶 養 親 族 が 老 人 控 除 対 象 配 偶 者   

      ま た は 老 人 扶 養 親 族 で あ る と き 1 人 に つ き 4 8

      万 円 を 加 算 。

　 　 　  加 算 特 定 扶 養 親 族 ま た は 控 除 対 象 扶 養 親 族  

      （ 1 9 歳 未 満 の 者 に 限 る ） で あ る と き 1 人 に つ

      き 6 3 万 円 を 加 算 。



〇 2 0 歳 前 傷 病 の 支 給 制 限
 □ 海 外 に 居 住 し た と き や 刑 務 所 等 の 矯 正 施 設 に 入 所

   し た 場 合 の 支 給 制 限

   海 外 に 居 住 し た と き や 刑 務 所 等 の 矯 正 施 設 に 入 所

   し た 場 合 は 、 年 金 の 全 額 が 支 給 停 止 さ れ ま す 。

〇 障 害 年 金 と 他 の 給 付 と の 調 整
 □ 傷 病 手 当 金 と の 併 給 調 整

   傷 病 手 当 金 は 、 病 気 休 業 中 に 被 保 険 者 と そ の 家 族

   の 生 活 を 保 障 す る た め に 設 け ら れ た 制 度 で 、 病 気

   や け が の た め に 会 社 を 休 み 、 事 業 主 か ら 十 分 な 報

   酬 が 受 け ら れ な い 場 合 に 支 給 さ れ ま す 。

   こ れ ら 二 つ の 制 度 が 同 一 の 病 気 に よ り 支 給 さ れ る

   場 合 、 併 給 調 整 が 行 わ れ ま す 。

   傷 病 手 当 金 の 日 額 と 障 害 年 金 の 日 額 を 比 較 し 、

   ・ 傷 病 手 当 金 の 日 額  >  障 害 年 金 の 日 額 の 場 合 ：

     傷 病 手 当 金 と 障 害 年 金 の 差 額 が 傷 病 手 当 金 と し    

     て 支 給 さ れ ま す 。

   ・ 傷 病 手 当 金 の 日 額  <  障 害 年 金 の 日 額 の 場 合 ：

     傷 病 手 当 金 は 支 給 停 止 と な り 、 障 害 年 金 が 満 額

     支 給 さ れ ま す 。

   ・ 障 害 基 礎 年 金 の み を 受 給 し て い る 場 合 ：

　 　 　 調 整 は 行 わ れ ま せ ん 。

 　 ※ 障 害 年 金 を 遡 及 請 求 に よ り 受 給 す る 場 合 、 傷 病

　 　  手 当 金 と 障 害 年 金 の 支 給 対 象 期 間 が 重 な っ て い  

    た 場 合 、 重 複 期 間 の 傷 病 手 当 金 は 健 康 保 険 に 返

    還 義 務 が 生 じ ま す 。
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〇 障 害 年 金 と 他 の 給 付 と の 調 整
 □ 労 災 保 険 給 付 と の 併 給 調 整

   労 災 保 険 は 、 労 働 者 が 仕 事 ( 業 務 ) や 通 勤 が 原 因  

   で 負 傷 し た 場 合 、 ま た は 病 気 に な っ た 場 合 や 不

   幸 に も お 亡 く な り に な っ た 場 合 に 支 給 さ れ ま

   す 。

   こ れ ら 二 つ の 制 度 が 同 一 の 病 気 に よ り 支 給 さ れ

   る 場 合 、 労 災 保 険 給 付 の み 併 給 調 整 が 行 わ れ ま

   す 。

労災保険給付の支給率

労災保険
社会保険

障害補償年金
（障害年金）

傷病補償年金
（傷病年金）

休業補償給付
（休業給付）

障害基礎年金＋　
障害厚生年金

73％ 73％ 73％

障害厚生年金のみ 83％ 88％ 86％

障害基礎年金のみ 88％ 88％ 88％

※ 2 0 歳 前 傷 病 の 障 害 基 礎 年 金 を 受 給 し て い る 場 合 は 、 障 害 基 礎 年
金 が 全 額 支 給 制 限 さ れ ま す 。

2 0
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〇 障 害 年 金 と 他 の 給 付 と の 調 整
 □ 失 業 給 付 と の 併 給 調 整

　  失 業 給 付 は 、 労 働 者 が 失 業 し た 場 合 及 び 雇 用 の 継

   続 が 困 難 と な る 事 由 が 生 じ た 場 合 に 支 給 さ れ ま

   す 。

   こ れ ら 二 つ の 制 度 が 同 時 に 支 給 さ れ る 場 合 、 併 給

   調 整 は 行 わ れ ま せ ん 。

　 　 た だ し 、 失 業 と は 、 「 被 保 険 者 が 離 職 し 、 労 働 の

   意 思 及 び 能 力 を 有 す る に も か か わ ら ず 、 職 業 に 就  

   く こ と が で き な い 状 態 に あ る こ と 」 を い う の で 、

　 　 障 害 等 級 １ ・ 2 級 の 場 合 、 失 業 給 付 を 受 け ら れ な

   い 場 合 が あ り ま す 。

 

 □ 生 活 保 護 と の 併 給 調 整

　 　 生 活 保 護 は 、 最 低 限 の 生 活 を 保 障 す る も の な の

   で 、 そ の 他 の 給 付 で 対 応 で き る 場 合 は 、 ま ず そ の

   他 の 給 付 を 優 先 し て 受 給 し ま す 。 従 っ て 、 生 活 保

   護 費 か ら そ の 他 の 給 付 を 差 し 引 い た 額 が 生 活 保 護

   費 と し て 支 給 さ れ ま す 。

   生 活 保 護 費 を 受 給 後 、 障 害 年 金 が 遡 及 受 給 で き る

   場 合 、 認 定 日 か ら 現 在 ま で の 生 活 保 護 費 を 返 還 す

   る 義 務 が 生 じ ま す 。

〇 障 害 年 金 と 税 金
　 障 害 年 金 は 、 所 得 税 及 び 住 民 税 が 課 税 さ れ ま せ ん 。
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メ モ
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こ の 資 料 は 2 0 2 4 年 ３ 月 2 1 日 現 在 の も の で す 。

当 資 料 の 内 容 、 テ キ ス ト 、 画 像 等 の 無 断 転 載 ・ 無 断 使 用 を 固 く 禁 じ ま す 。

た だ し 、 貴 院 内 で の コ ピ ー や 配 布 は 認 め ま す 。


